
般介入札公r'f

地カ・f'!治法（昭和22年法惟第67け）第234条第1項の規定により，述,没I:中:について，次のと

おり-般競乍人札（以ドI人札」という。)を行う,:，

  令和8年3 J)16 I I 了-:巧
 β Vf^。・: ”バ

鹿児,|ML知'h:塩Hi康・’ッ

  1入札に付する事項フポさ丁-:^
     (1) に中:名

鹿屋啓察署人型|||:腺棟改築|:巾：（建築）

  (2) に私場所

鹿屋|れ#ペ「II地内

⑶建物概要

ア構 造鉄背造

イ階 数平屋建て

ウ延べ而M 2M. 64ギ方メートル

(4.）使用する主要な資材

コンクリ・"卜，鉄筋，鉄竹等

 ⑸期

令和8年11Jj 30 口限り

⑹予定価格に110分の100を乘じて得た価格

落札者の決定後に公表する。

⑺施一|:方式

本丁ーー中:は，一嗜体施|:方式で行うものとする。

⑻本工半は，半後審査增ーー-般競争入札で行うものとする。

⑼本1_:中:は，地方Cr冶法施行令第167条の1〇の2に基づき，施」:実結等の総合評価方式に係る

技術資料（以下I技術灼料」という。)を受け付け，価格と価格以外の要素を総合的に評価し

て落札#を決定する総合評価方式を適川した1:$:である。（総介評価方式（特別簡易型）-般

競争入札）

  （10) 本にポは，鹿児品県低人札価格調査実施要領（'ド成8年-11J-]1R施行。以ド|要領」という。).

に基づく調査の対象J:水である。

  (11) 本一|:がは，資料（自し2採点表・技術抒料を除く。)の提出及び人札等を屯f人札システムで

行うものとする。

盥f人札の取扱いは，この公苫に定めるもののほか，鹿児益県電了・人札運川規約（以ドI規

約」という。)及び逍子入札における卓後審帝把一般競争人札戈施要領による。

なお，やむを得ない理山で電了・人札できない杏は，鹿児品県上木部建築課管理係に紙入札参

加中詔外（規約第6号様式）を提出して承認を得た楊介に限り，紙入札で入札に参加できるもの

とする。

  (12) 本|:$:は，向し2採点による技術評価点をもって評価し，入札#加-行のうち，評仙i做の|-一位1

#程度に技術資料の促出を求めるH己採点方式を適用した|+.加である。

2入札に参加する者に必要な資格

¢1）鹿児,|m建,役r.小人札参加白格審杏嬰綱（1勺戊がド鹿叱砧リ,UV示第1402ゆ。以ド「要綱」とい

う。)に焰づく知巾:の人札#加汽格審杏を受け，人札参加̂格をイrすると認められた秤であっ

て，特に定めがあるものを除き人札参加申込かの提出期限のIIにおいて，次に掲げる要件を令

て満たしていること:，

ア建設業法（昭和24半法律第100け）第3条第1項の規定により，建築|:屯業について-般

述設業父は特定吐設業の許。!・をイfする界であること。

イ盟綱第3条の規定により,公̂||において，辿築・式1：私に関しA級父は®級の格付を受

けている#であること。

ウ地ん・ f-r冶法施行令（昭和22年政令第16け）第167条の4の規定に該'11しない#であるこ



 と。

ェ入札参加中込打の提出期限のhから本Ui:落札決定の|-|までの|川に，鹿妃以姑述,m等

イf汽格樂斤の指名悴II:に関する要綱（的;〇年鹿如<告-示第450け）第3条，第4条父は

第5条の比による指名停11:を受けている者でないこと。

才鹿児U県が行う契約からの祕ノ」⑷排除措收に関する嬰綱（甲成23牛9 jj 27 hi制定）第3

条の始力|、1|排除措吟の対象となる法人等に該ガしない衣であること。

力本L:巾:に係る設計業務等の受託:片父は受託押と齊本芯しくは人事而において悶述がある者

でないこと。

(ア）本7:4Uこ係る設計業務等の受託#とは，次に掲げる存である。

永園設計株式会社

(イ）当該受託#と行本若しくは人中:而において閲速がある#とは，次の①から③に該出する

#である。

  ①当，該受託#の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し，父はその川行の総額

の100分の50を超える出Hをしている建設業#

  ②建設業#の代及播を存する役Hが当該受託#の代表権を存する役Mを兼ねている場合

における当該建設業界

  ③卜.記①又は②以外の揚合で,塔該受託者との間において特別な捉携関係があると認め

られる建設業弄

キ公告Hから入札参加中込丼の提出期限の|」までの問に，人札に参加しようとする#の問に

以ドの基準のし、ずれかに該当する行本|沿係父は人的関係がないこと。

なお，上記の関係がある場介に，辞退する界を決めることをiM的に当卓者問で連絡を取る

ことは差し支えない。

(ア）資本閲係

以ドのいずれかに該ちする1.界の場合。ただし，子会社又は子会社の-方が更生会社父

は再牛手続が存続中の会社である場合は除く。

  ①親会社と子会社の関係にある場合

  ②親会社を同じくする了・会什同I:の関係にある場合

(イ）人的関係

次のいずれかに該当する:者・の場合。ただし，①については会社の・・方が吏/|-:会社父は

内:牛:手続が存続中の会什である場合は除く。

  ①・方の会社の役Mが，他方の会社の役uを現に兼ねている場合

  ②・ガの会社の役Hが，他方の会社の迪築財人を現に兼ねている楊介

(ウ）その他入札の適正さが阻害されると認められる場合

その他上記⑺父は（イ）と同祝し得る打本関係又は人的関係があると認められる場-介

ク次に掲げる狸乎を全て満たす主任技術行父は監抛技術frを専任で配貯できる行であるこ

 と。

(ア）-級建築士父は一-級迪築施I:管理技|:又はこれと同等以I:の汽格を布するものであるこ

 と。

(イ）既接的かつ悄常的な旭川関係（人札説明だによる人札参加汽格確認中站だ及び人札参加

資格確認汽料（以|、’ 1中請朽等」という。)の提出の！|において述続3箇JJ以|:戌接的M

川関係にある#に限る。)にあること。

O)監地技術否にあっては，監理技術#行格行証（建築）の交付を受け，かつ，監理技術#

講習修了証等により監那技術行講押を受講した||の®する牛の翌年から起灯して5年を経

過しない#であることが認められること、，

 (エ）平成22年度以降，辿築-式|:中:のぼびπ技術#,主任技術#，檻卯技術#補佐父は現場代

卯人としてのW卯'纖を付する行であること。

ケ K屯PPI-:法い|，成11年法什:第22:5り・)に堪づく PPJ-:デ・続開始の中立て父は会社更生法('1':

成14年法徘第154 v)に描づく史・生T・続開始の中立てがなされていない#であること。

ただし，手続開始決定II以降のIIを審裔:堪乎IIとする経常巾:項審奄の結果に拔づき，鹿妃

以県の述設r.'h:人札参加び格の認定を受け，かつ，11]:4-:計|叫父は更牛:1什|叫が1忍|げされた11?を

 除く

コ B・没繁法第3条にMi定する僻樂所のうち，kたる料裳所を人隅地域振興局管内にイずする？I・



サ中:成22年度以降に，鹿妃U県内において，i利虫の几諮父は共同企業体の代衣行朽しくは構

成uとして，述築-式 r.$:の施|:実結をイrする#であること。

シI'|じ採点表・技術資料を提出した杏であること。

⑵鹿児紀バス・発汗の次の|:平に係る落札候補#父は落札者に決定された抒（北同企業体の橘成h

も̂む。）でないこと。

ア鹿屋齊察署庁告棟改築|:率（建築，依務）

イ鹿尾̂察署中:麻・武道揚棟改築「屯（建築，欣務）

3 入札参加申込み

⑴人札に参加しようとする#は，次により入札参加の中込みをしなければならない。

ア提⑴お類

人札説明がに定める人札参加中込丹（様式1)(嬰綱第2条第3項に規比する齊格審杏の

結果の通知の写しを添付すること。）

イ提出場所

鹿児島県-|:木部述築課管理係

鹿兒島!1!鴨池新町10番1号郵便番冷890-8577

ウ提川時期

令和8年3川17 1-1(火）から同年4月6 H (l:j)までのそれぞれの|!(県の休|:|を除く。)

の午前8時30分から午後8時00分（令和8年4月6 I-| (JJ )は，午後4時00分）までとす

る,;，

ただし，紙で入札参加申込がを提出する場合は，午前8時30分から午後5時15分（令和

8年4月6ド| (月）は，午後4時00分）までとする。

ェ提出方法

(了）電了-人札の場合

電r-人札システムにより提出すること。

ただし，容はが1MBを超える場合は，媒体提出届（規約第8ゆ様式）を添付した入札

  参加申込杏をイの場所へ持参し，父は郵便朽しくは比問$:業祈による倍否の送達に関するリ.:,

  法律（平成14年法律第99号）第2条第¢5項に規定する・般信忠便事業者若しくは同条第にじ
9項に規定する特定倍矜便事業界による同条第2項に規定する信貯便（以デI倍押便」と し二

いう。)により送付すること。

(イ）紙入札の揚合

媒体提出W (規約第8り・様式)を添付した人札参加中込;1卜をイの揚所へ持参し，父は郵

便若しくは信芯便により送付すること0

  (2) 知半は，紙で入札参加申込杜を提出した#に対し，受付印を押印した人札参加中込占の写し

を交付する。

  (3) 入札参加中込”を提出した杏でなければ，人札に参加することができない。

4総合評価に関する事項

m 内己採点衣・技術汽料の作成等

ア1-1己採点衣の作成

A己採点及は，総合評価方式における評価項!-|,加灯点及び評価基準に祐づき作成するも

のとする。

イ技術汽料の作成

技術̂料は，別途配布する総合評仙ル式技術汽料中站朽及び総合評側〃式に係る技術汽科-

の作成盟領 (以ドI作成嬰領等」という,一,)に拔づき作成するものとする。

ウ技術技料及び作成赳領等の配布場所等

人札帖報サービス案件帖報のI技術汽料等」にリンクされているベージに掲服している狂

料を参照のこと。

ェ捉一川場所

3の⑴のイに|"1じ

才I'| d採点及の促川時期

令和8 i|:- 3 ))17 II (火)から|"1年:i JJ 31 II (火)までのそれぞれの|!(県の休|・|を除く..,)

のす・曲S時30分力、らヤ後5時15分までとする1：



力技術打料の提川時期

捉川を依頼された||から令和がm川13II（n）までのそれぞれの|| (貼の休||を除く,，）

のY・前8時30分から,|:後5時15分までとする。

キ提川方法

I'J己採点衣・技術啓料を工の場所に持参し，父は郵送（的易・ ・般̂留)により送付する

こと。（1部）

⑵評価項[一;!のに稀について

同稲|:小;物流・牛鹿施設（作成嬰領等の別表参照）

InJ ・発注笑植：建築-式「:屯

⑶総合評価の方法

提出された技術資料を⑷，⑸に拔づき評価する。

(4)評価碩H及び評価基準

評価項FI及び評価基準は，⑴のウの資料に添付している別衣によるものとする。

⑸評価値の灯出方法

 技術π料を提出した茂に対して標準点を与え，さらに別表の各評価項f弓について篇平に従っ

て評価を行い，0点から10.6点の範囲で加篇点を加えたものを技術評価点とし，技術評価点を

入札価格で除した値を評価値とする。

評価値=技術評価点/入札価格X定数

=(標準点+加算点）/人札価格X (定数100,000,000)

※小数第4位まで（小数第5位四捨五入）

標準点：技術資料を提出した者令てに与えられる点数。

要領第3条に定める調査基準価格以上の入札価格で入札した否には100点，調査

基準価格をド回る人札価格で人札した#には70点をり・える。

加ね:点：人札参加希望#から提出された技術資料を評価し，点数化したもの。

(10. (5点満点）

  (6) 配酋予定技術#について

了 配匿チ定の技術#を特定することが困難な揚介は，複数の候補#を中請すること。

申詰されていない技術#の配西は，配酋予定技術#の死亡，傷病，退職等貞にやむを得な

い場合を除き認めない。

なお，同-の技術界を重複して複数1:-私の配西予定の技術者一とする場合において，他のT.

事を落札したことにより配敗了，定の技術行を配憑することができなくなったときは,入札し

てはならない。

配牧予定の技術者が施J+.中の他のぶ.屯に従私している楊合は，現場施|:に恭丁:する時点で

他の1:巾:の完成検杏が終fしていること。

なお，、該他の|:中:が1¥任を嬰するぶ'れである場合は，契約I:期時点で他の|:中:の完成検

査が終了していること。

イ技術資料と人札に参加する打格の確認に必要な中請が等の配跋介定技術行は，同-の技術

#とする。

  (7) 総合評価の評価結果に対する疑義照会

ア落札#の決定結果に対して疑義がある行は，落札行決定の公衣を行ったHの翌Hから起算

して7 I・| (県の休|]を除く。）以内に，1'一|らの評仙漱のうち技術評価点の内容について苫而

(様式R |11)により疑義照会をt j-うことができるものとする。

イ知一中:は，アにより説|!Jjを求められたときは，liij項に規定する提出期限IIの翌Uから起位し

て7 II (県の休riを除く,:，）以内に,川核説明を求めた行に対し，パ|Mにより|"|答する。

⑻評仙f内奔の・m保

受注#のご{・により人札時の値内容が満足できない場合は，I:'・!ル絲i浮定の減点対象とするe.

5設計図書等の閲覧

本|ンh:に係る,没H図|fii及び什様̂ (以ドI設計図バ等」という。)は，次のとおり閲蛇に

供する，.，

(1)閲ぬ期問

令和8年：リ|16 II ()j)から|ポ|:-4バ6 11(川）までのそれぞれのH (叫の休Uを除く:.)

の'「・前8時30分から1:後8時00分（["・川:.4.川6 |J OJ)は，午後4時00分）までとする,.（た



だし，C I) 一 Rによる閲|位はヤ後5時15分までとする,,)

⑵閲覧場所

かごしま県d 了町村虛了-人札ボータルサイI、の人札悄報サービス(I:巾：・委託）及び県のホー

ムベージにて閲1 捉するものとする。なお，やむを打ない中初がある場合は，巾:前述絡により C

I) 一 R閲灯が|iJ・能。

6 入札の方法等

(1)入札乃の受付期問

ア電了・人札の場合

令和8年4川7IJ (火）ヤ前8時30分から同年4川9 Li (木）午前9時00分

イ紙人札の揚介

令和S年4 j-J 9 I I (木）ヤ前8時45分から同I I午前9時00分

  ⑵開札のU時及び揚所

ア日時令和8年4 J-J 9 hi (木）午前10時00分

イ揚所鹿児以県庁内（行政斤介15階）述築課入札室（所在地は，3の⑴のイに同じ。)

(3)人札外の記横

ア落札決定に'11たっては，入札抒に記膝された金額に出核金額の100分の10に相’11する額を

加篇した金額（、該金額に1円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨てるものと

する。)をもって落札価格とするので，人札に参加する者は，消毀税及び地方消毀税に係る

課税中:業界であるか免税事業者であるかを問わず，兄粘もった契約金額の110分の100に相

当する金額を入札芯に記載すること。

イ入札恕提出時の「提案値」について

逍子入札の入札晋の入力両而でI※総合評価落札方式においては，必ず，提案値を添付し

てください。提案値が添付されていなかった楊合には，入札が無効になります。」とぶ示さ

れるが，鹿児島県の辿用ではけ里案値」を使用しないので，r提案値」の欄は未記入とする。

⑷紙人札の人札参加中込再の写しの捉-示

⑴の受付の際に，3の⑵により交付された人札参加申込杏の写しを提示すること。

⑸I:革齊内訳打の提出

人札？Hこ記峨された金額の決定根拠とした-1:平抄内訳・舟を,(1)の受付期問に，3の⑴のイの

場所に提出すること。

(6)設計図巧等に対するTT問

ア設計図さ等に対する竹問がある揚合は，次に従い，設計図忠等に対する(様式2)

により提川すること。

(ア）提出期限

令和8年3月17 (火）から同年3月311-1(火）までのそれぞれのri (県の休Hを除く。)

の午前8時30分から午後5時15分までとする。

(イ）提出楊所

16に同じ。

(ウ）提川方法

(イ)の揚所に待参，郵便父は倍杏便苦しくは旭f人札システムの[n問m答機能(添付資

料追加)」により送付することとし，ファックス，電F入札システムのI質問|"|答機能」

以外の伝送による提出は認めなV \一,

イアのn_問に対する||1|答が（様式3)は，次のとおり|肥なに供する。

(ア）閲睨期問

令和8年4バ2|| (木）までに閲踪を|!H始し，|if）n-4 JJ 6 II 0J )までのそれぞれのtl

(IUの休11を除く。）のT-flif 8時30分から午後8時00分まで行う。

(イ）閲覧場所

かごしまPAih・町村屯了-人札ボータルサイトの人札悄報サービス(に巾：・委託)にて閲收

するものとする。

⑺人札説叫が

ア入札に参加するために必嬰な関係̂類その他の人札に関する,仔:細な巾:項は，人札説明がに

よる,」，

イ人札説明，|:・:の交M・期|川及び交付場所



(ア）交付期問

令和8年+3jj16 [I (川）から|川年4 6 II (川）までのそれぞれの|| (県の休Idを除く 一J

の午前8時:30分からヤ後8時00分（M年4 JJ 611(川は，/卜後4時00分）までとする一

(イ）交付場所

かごしま帖市町村屯イ-人札ボータルサイトの人札惜報サービス（1ンれ・委託）にて收得

するものとする。

7現場説明会

艾施しない。

8 契約条項を示す期間及び場所

5の⑴及び⑵に同じ。

9入札保証金及び契約保証金

⑴入札保証金

免除する。

⑵契約保証金

切約担当f[-が指定する||時までに，契約金額の100分の10以上の金額を，入札説明丼に定め

る方法により納付すること。ただし，次のア又はイのいずれかに該当するときは，契約保証金

の納付が免除される。

なお，契約保証金は，契約履行後還付する。

ア契約の相丁りブが，契約保証金以上の金額につき，保険会社との間に県を被保険行とする契

約保証保険契約を締結し，当該契約保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。

イ契約の相t方から委託を受けた保険会社等とr.$>行保証契約を締結したとき。

10入札の無効

次の⑴から⑽までのいずれかに該当する入札は，無効とする。

  (1) 人札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

  (2) 人礼参加申込おを提出していない#又は虚偽の入札参加中込みをした宥のした人札

  ⑶J:$:費内訳おを提川しない#又は1:却毀内訳おが米提出であると認められる行のした人札

  ⑷2以I:の人札お（代理人として提出する入札;M<びに紙人札参加存が紙入札及び電子人札に

より提出した人札杏を含む。)による入札

⑸入札金額が加除訂||一:されている入札杏による人札

⑹入札嬰件（人札金額，1:私名，1:中:場所及び氏名）の判明できない入札杏，人札余額以外の

記載卓項の訂||-:に押印のない入札お父は入札#の押印のない入札おによる入札

⑺記載した文1:を容易に消字することのできる平記用H+を用いて記載した入札丼による入札

⑻民法（明治29半法律第89号）第95条に規定する錯誤による入札であると人札執行什が認め

た場合の人札

⑼送付，電報父は電送（宙イ・人札を除く。)のガ法による人札

⑽その他人札に関する条件に違反したと認められる行のした入札

11落札者の決定の方法

⑴落札候補抒の決定

問札後，落札決定を保留し，イf効な人札バを提川した片で，f・定価格の制限の範⑽内の価格

(f定価格及び盟:領第5条の2に定める失格拔準価格の範1川内の個格）をもって人札した行で，

公̂に記收されている評価値の算川〃法によって得られた評値値が砧も品い行を落札候補？？と
する,，

ただし，う該落札候補秤の人札価格が盟船第3条に定める調俺城準価格をけ||るときには，

盟領第4条に定める低人札個格調杏を尖施し，調杏の結果，契約の内容に適介した脱行がされ

なし、おそれがあると認めたときには，地〃|'1治法施行令第167粂の10の2第2項の抛定に拔づ

き，'」1「;幻ML候補杏の次に点い評値値をもって人札した行から順次に新たな落札候補行を決定

する。

(2)⑴において，評価値の域も品い汁が2人以I・・あるときは，くじにより落札候補A・を決定する。



⑶低人札価格調杏の対象となった.衣は，嬰領及び鹿!M姑県低人札価格調裔マニュアル（平成25

年10 JJ 21II)に堪づき|rf|調杏に必嬰な白料を作成・提川するとともに，同調杏に協力すること,，

⑷落札候補行の入札参加白格の確認

ア⑴により落札候補者に決比された#は，2の打格(以ドI人札参加行格」という。)を有

することの確認を受けるため，中站パ等を次の捉・出場所,捉出時期及び提川方法により提川

しなければならない,.，

⑺捉川場所

3の⑴のイに同じ。

(イ）提出時期

落札候補#に決定されたHから令和8年4川13|:|ひ])までのそれぞれの|| (貼の休||

を除く。）の午前8時30分から/後5時1S分までとする。

(ウ）捉出力'法

(ア）の楊所に1部持参し，父は郵便芯しくは倍朽便により送付すること。

イ入札参加行格の確認の結果は，令和8年4月22 1-1(水）までにだ而により当該落札候補#

及びその他の入札#に通知する。

ウ提出時期の最終のド|の午後5時15分までに提出しない#は，落札候補行の合格を失うもの

とする。
⑸落札者の決定

ア落札候補者に人札参加資格が存ると認めたとき

知中:は，⑷の確認の結米，落札候補者に入札参加資格が有ると認めたときは，当該落札候

補#を落札者に決定し，その旨を屯子・入札の参加者には'iU子入札システムで，紙の入札参加

行には，落札者決定通知dHこより通知する。

イ落札候補者に入札参加資格が無いと認めたとき

知屯は，⑷の確認の結果，落札候補者に入札参加齊格が無いと認めたときは，その旨を落 :

札候補再に入札参加資格確認通知打により通知するとともに，有効な入札打を提出した#で， ：
，定価格の制限の範囲内で当該落札候補#の次に高い評価値をもって入札した者から順次に 1'
新たな落札候補#を決比し，その旨を電了-人札の参加#には電了-入札システムで，紙の人札

  参加#には，落札候補#決定通知丼により通知する。I

当該新たな落札候補#に人札参加資格が有ると認め落札#に決定したときは，その旨を溢

f人札の参加#には電了・入札システムで，紙の入札参加#には，落札#決定通知がにより通

知する。

⑹新たな落札候補者の入札参加資格の確認

 ⑷により，巧核落札候補荷に入札参加π格が無いと認めたときは，⑷及び⑸の規定は，新た

な落札候補者に係る人札参加資格及び落札決定の手続きに準川する。この場介において⑷のア

の（イ）||1 I落札候補行に決定された||から令和8年4/；|13 II (月）まで」とあるのは，II||詔

九及び行料の提H1を求める旨の通知を受けた||の翌！|から起益して2 11以内」及び⑷のイ中,

I令和8年4月22 11 (水）」とあるのは，I申站技及びm沖の提川期限の翌||から起算して

7 Iーーi以内のそれぞれの口 （県の休11を除く。) Jと読み替えるものとする。

⑺再度人札の参加制限

尖格莊增価格未満の価格をもって人札した#は，地人1=1治法施行令第167条の8第4項の規

定による再度の入札に参加することができなI、ものとする。

12入札参加資格が無いと認めた者に対する理由の説明

⑴11の⑷の確認の結果，人札参加資格が無いと認められた#は，11の⑸のイの辿知を受けた||

の翌|1から起nして2 I..|以内(県の休11を除く。)に知巾:に対してJh!ifにより人礼参加ff格が

無いと認めた理111の説UJ1を求めることができる。

⑵知がは，⑴の説明を求められたときは，説明を求めることができる期限のHの翌IIから起'0:

して7卜|以内（Mの休IIを除く。)に巧該説明を求めた# (以ドI説|リUだ求斤いう,.，)に対し，

丼而により||||答する。

この場介において，11の⑸のイの新たな落札候補#の人札参加行格の確認は，説明詔求一行に

対する1"|答を決定するまで巾断する。

 (3)知$:は，説明諮求行に人札参加技格がイi・ると認めたときは，人札参加れ格が無いと認めたπ

の辿知を取り泊し，ツ該説明站求#を落札#とする。



この場合において，知私は，IIの(5)のイの新たな落札候補行の決定を取り消し，その旨を'|'|

該新たな落札候袖打におifiiにより通知する

(4) ilの⑸のイにより，新たな落札候補行となった#が，人礼参加資格が無いと認められた場合

も⑴から⑶までと同様とする。

13最低制限価格

設足しない。

14調査基準価格及び失格基準価格

設定する|,

15契約書案の提出

落札行は，鹿!M品県契約規則第20条第1項の規足により落札決定辿知を受けたI」から7 II以内

に，記名押印した建設|:巾:諮負契約打（案）2部收びに消托税及び地方消敦税に係る課税が業行

又は免税加業#である旨の屈出邦を提出しなければならない。

ただし，盃了-契約を希免する場合は，記名押印した迷設に私詰負契約が（案）2部に代えて，

電了・契約サービス利用申川が及びExcel形式やWord形式等の編集可能な建設一|:躰話負契約削案）

をメールにて送付すること(，

16入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称並びに問合せ先

鹿児以県上木部建築課管即係

鹿児島市鴨池新町10番]号 郵便番号890-8577

虚話番号 〇卯-286 - 3 723

17技術資料に関する事務を担当する部局の名称並びに問合せ先

鹿W島県|:木部建築課営繕室施設整備係

鹿児島心鴨池新町1〇番1け 郵便番冷890-8577

電話番じ099 一 286 — 3716


